
○
内
閣
府
令
第

号

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た

め
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

1



め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
特
定
目
的
会
社
名
簿
へ
の
登
載
事
項
） 

第
二
十
三
条
の
二 

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
会
計
参
与
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
特
定
目
的
会
社
名
簿
の
縦
覧
） 

第
二
十
四
条 

特
定
目
的
会
社
の
業
務
開
始
届
出
書
を
受
理
し
た
管
轄
財
務
局

長
（
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
送
付
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）

は
、
当
該
特
定
目
的
会
社
に
係
る
特
定
目
的
会
社
名
簿
（
次
条
に
定
め
る
部

分
を
除
く
。
）
を
、
当
該
特
定
目
的
会
社
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
特
定
目
的
会
社
名
簿
の
縦
覧
） 

第
二
十
四
条 

特
定
目
的
会
社
の
業
務
開
始
届
出
書
を
受
理
し
た
管
轄
財
務
局

長
（
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
送
付
が

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）

は
、
当
該
特
定
目
的
会
社
に
係
る
特
定
目
的
会
社
名
簿
を
、
当
該
特
定
目
的

会
社
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）

に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
） 

第
二
十
五
条 

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
部
分
は
、

次
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。 

一 

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
取
締
役
及
び
監
査
役

（
特
定
目
的
会
社
名
簿
へ
の
登
載
事
項
） 

第
二
十
五
条 

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項 
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の
住
所
並
び
に
重
要
使
用
人
の
住
所
に
係
る
部
分 

二 

第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
社
員
（
個
人
に
限
る
。
）

の
住
所
に
係
る
部
分 

三 

第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
会
計
参
与
（
個
人
に

限
る
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分 

二 

会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
会
計
参
与
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所 

  

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
二
百
十
四
条 

法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
六 

略
］ 

七 

一
般
事
務
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
沿
革 

［
八
～
十 

略
］ 

（
投
資
法
人
の
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
二
百
十
四
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
六 

同
上
］ 

七 

一
般
事
務
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
沿
革 

［
八
～
十 

同
上
］ 

 
 

（
投
資
法
人
登
録
簿
の
縦
覧
） 

第
二
百
十
七
条 

投
資
法
人
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
を
し
た
財
務
局
長
等
は

、
そ
の
登
録
を
し
た
投
資
法
人
に
係
る
投
資
法
人
登
録
簿
（
次
条
に
定
め
る

部
分
を
除
く
。
）
を
、
当
該
投
資
法
人
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務

局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る

。 

（
投
資
法
人
登
録
簿
等
の
縦
覧
） 

第
二
百
十
七
条 

投
資
法
人
の
登
録
を
し
た
財
務
局
長
等
は
、
そ
の
登
録
を
し

た
投
資
法
人
に
係
る
投
資
法
人
登
録
簿
及
び
投
資
法
人
登
録
簿
に
登
録
さ
れ

た
事
項
を
、
当
該
投
資
法
人
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該

所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡

財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
） 

第
二
百
十
七
条
の
二 

法
第
百
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。 

一 

法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
執
行
役
員
、

監
督
役
員
及
び
会
計
監
査
人
（
個
人
に
限
る
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分 

二 

第
二
百
十
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
主
要
な
投
資
主
（
個
人

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

6



に
限
る
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分 

三 

第
二
百
十
四
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
般
事
務
受
託
者
（
個

人
に
限
る
。
）
の
住
所
に
係
る
部
分 

四 

第
二
百
十
四
条
第
十
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
役
員
に
関
す
る
事
項

（
当
該
役
員
（
個
人
に
限
る
。
）
の
住
所
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分 

五 

第
二
百
十
四
条
第
十
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
譲
受
人
に
関
す
る
事

項
（
当
該
譲
受
人
（
個
人
に
限
る
。
）
の
住
所
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
十
一
条 

法
第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

社
員
で
あ
る
公
認
会
計
士
及
び
特
定
社
員
の
登
録
番
号 

二
・
三 

［
略
］ 

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
十
一
条 

法
第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

一
・
二 

［
同
上
］ 

 
 

（
有
限
責
任
監
査
法
人
登
録
簿
の
備
置
き
） 

第
六
十
三
条 

金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
登
録
有
限
責
任
監
査
法
人

（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
有
限
責
任

監
査
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
有
限
責
任
監
査
法
人
登
録
簿
（

次
条
に
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
を
、
金
融
庁
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
有
限
責
任
監
査
法
人
登
録
簿
の
備
置
き
） 

第
六
十
三
条 

金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
登
録
有
限
責
任
監
査
法
人

（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
有
限
責
任

監
査
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
有
限
責
任
監
査
法
人
登
録
簿
を

、
金
融
庁
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
） 

第
六
十
三
条
の
二 

法
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
部
分
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
社
員
の
住
所
に
係
る
部
分
と
す
る
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 
 

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
八
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
八
十
四
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 
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３ 

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 
社
員
で
あ
る
公
認
会
計
士
及
び
特
定
社
員
の
登
録
番
号 

二
～
四 
［
略
］ 

３ 

［
同
上
］ 

 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

一
～
三 

［
同
上
］ 

 
 

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
八
十
五
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

申
請
者
が
監
査
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
社
員
で
あ
る
公
認
会

計
士
の
経
歴
書 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

［
三
・
四 

略
］ 

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
八
十
五
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

二 

申
請
者
が
監
査
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

社
員
で
あ
る
公
認
会
計
士
及
び
特
定
社
員
の
氏
名
及
び
登
録
番
号
を

記
載
し
た
書
類 

ロ 

社
員
で
あ
る
公
認
会
計
士
の
経
歴
書 

［
三
・
四 

同
上
］ 

 
 

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
） 

第
八
十
五
条
の
二 

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。 

一 

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
部
分 

 
［
条
を
加
え
る
。
］ 
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二 

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
社
員
の
住
所
に
係
る
部
分 

 
 

別
紙

様
式

第
３

号
（

第
6
0
条

関
係

）
 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
 

［
略

］
 

（
第

２
面

）
 

［
略

］
 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
並

び
に

社
員

で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員
の

登

録
番

号
 

［
略

］
 

［
略

］
 

（
第

３
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

並
び

に
社

員
で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員

の
登

録
番

号
）

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別
紙

様
式

第
３

号
（

第
6
0
条

関
係

）
 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
 

［
同

左
］

 
（

第
２

面
）

 

［
同

左
］

 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
 

  

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

（
第

３
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

）
 

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
住

所
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特
定

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

略
］

 
（

第
４

面
）

 
［

略
］

 
（

第
５

面
）

 
登

録
免

許
税

領
収

証
書

貼
付

欄
 

  
      

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

同
左

］
 

（
第

４
面

）
 

［
同

左
］

 
［

加
え

る
。

］
 

 
 

別
紙

様
式

第
４

号
（

第
6
5
条

第
１

項
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
 

別
紙

様
式

第
４

号
（

第
6
5
条

第
１

項
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
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年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

金
融

庁
長

官
 

殿
 

申
請

者
 

登
録

番
号

 
第

 
 

 
号

 
（

郵
便

番
号

 
 

 
－

 
 

 
 

）
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 
電

話
番

号
（

 
 

 
 

）
 

 
－

 
 

 
 

名
称

 
代

表
者

の
氏

名
 

変
 

更
 

登
 

録
 

申
 

請
 

書
 

 
有

限
責

任
監

査
法

人
の

登
録

事
項

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
変

更
が

あ
り

ま
し

 
た

の
で

、
公

認
会

計
士

法
第

3
4
条

の
2
8
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

変
更

の
登

録
を

申
 

請
し

ま
す

。
 

 
こ

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の
記

載
事

項
は

、
事

実
に

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

な
お

、
変

更
後

の
登

録
事

項
は

別
紙

の
と

お
り

で
す

。
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
１

．
［

略
］

 

２
．

変
更

の
事

実
を

証
す

る
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
変

更
の

事
由

が
行

政

区
画

又
は

土
地

の
名

称
の

変
更

に
よ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
第

２
面

）
 

［
略

］
 

（
第

３
面

）
 

 
別

紙
 

［
略

］
 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
並

び
に

社
員

で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員
の

登

録
番

号
 

［
略

］
 

［
略

］
 

（
第

４
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

並
び

に
社

員
で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員

の
登

録
番

号
）

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

金
融

庁
長

官
 

殿
 

申
請

者
 

登
録

番
号

 
第

 
 

 
号

 
（

郵
便

番
号

 
 

 
－

 
 

 
 

）
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 
電

話
番

号
（

 
 

 
 

）
 

 
－

 
 

 
 

名
称

 
代

表
者

の
氏

名
 

変
 

更
 

登
 

録
 

申
 

請
 

書
 

 
有

限
責

任
監

査
法

人
の

登
録

事
項

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
変

更
が

あ
り

ま
し

 
た

の
で

、
公

認
会

計
士

法
第

3
4
条

の
2
8
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

変
更

の
登

録
を

申
 

請
し

ま
す

。
 

 
こ

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の
記

載
事

項
は

、
事

実
に

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

な
お

、
変

更
後

の
登

録
事

項
は

別
紙

の
と

お
り

で
す

。
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
１

．
［

同
左

］
 

２
．

変
更

の
事

実
を

証
す

る
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
変

更
の

理
由

が
行

政

区
画

又
は

土
地

の
名

称
の

変
更

に
よ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
第

２
面

）
 

［
同

左
］

 
（

第
３

面
）

 
 

別
紙

 

［
同

左
］

 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
 

  

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

（
第

４
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

）
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公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

略
］

 
（

第
５

面
）

 
［

略
］

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

同
左

］
 

（
第

５
面

）
 

［
同

左
］
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別
紙

様
式

第
1
9
号

（
第

8
3
条

第
１

号
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

［
（

第
１

面
）

・
（

第
２

面
）

 
略

］
 

（
第

３
面

）
 

登
録

免
許

税
領

収
証

書
貼

付
欄

 

 
       

 

別
紙

様
式

第
1
9
号

（
第

8
3
条

第
１

号
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

［
（

第
１

面
）

・
（

第
２

面
）

 
同

左
］

 
［

加
え

る
。

］
 

 
 

別
紙

様
式

第
2
0
号

（
第

8
3
条

第
２

号
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
 

［
略

］
 

（
第

２
面

）
 

［
略

］
 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
並

び
に

社
員

で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員
の

登

録
番

号
 

［
略

］
 

 
 

［
略

］
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

１
・

２
 

略
］

 

（
第

３
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

並
び

に
社

員
で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員

の
登

録
番

号
）

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

別
紙

様
式

第
2
0
号

（
第

8
3
条

第
２

号
関

係
）

 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

（
第

１
面

）
 

［
同

左
］

 
（

第
２

面
）

 

［
同

左
］

 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
 

  

［
同

左
］

 

 
 

［
同

左
］

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

１
・

２
 

同
左

］
 

（
第

３
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

）
 

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員
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氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

略
］

 
（

第
４

面
）

 
［

略
］

 
（

第
５

面
）

 
登

録
免

許
税

領
収

証
書

貼
付

欄
 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

同
左

］
 

（
第

４
面

）
 

［
同

左
］

 
［

加
え

る
。

］
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別
紙

様
式

第
2
2
号

（
第

8
8
条

第
１

項
第

２
号

関
係

）
 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

［
（

第
１

面
）

・
（

第
２

面
）

 
略

］
 

（
第

３
面

）
 

 
別

紙
 

［
略

］
 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
並

び
に

社
員

で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員
の

登

録
番

号
 

［
略

］
 

［
略

］
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

１
・

２
 

略
］

 

（
第

４
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

並
び

に
社

員
で

あ
る

公
認

会
計

士
及

び
特

定
社

員

の
登

録
番

号
）

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別
紙

様
式

第
2
2
号

（
第

8
8
条

第
１

項
第

２
号

関
係

）
 

（
日

本
産

業
規

格
A
４

）
 

［
（

第
１

面
）

・
（

第
２

面
）

 
同

左
］

 
（

第
３

面
）

 
 

別
紙

 

［
同

左
］

 

社
員

の
氏

名
及

び
住

所
 

  

［
同

左
］

 

［
同

左
］

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

１
・

２
 

同
左

］
 

（
第

４
面

）
 

（
別

添
１

：
社

員
の

氏
名

及
び

住
所

）
 

 

公
認

会
計

士
で

あ
る

社
員

 

氏
名

 
住

所
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特
定

社
員

 

氏
名

 
登

録
番

号
 

住
所

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

略
］

 
（

第
５

面
）

 
［

略
］

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

社
員

 

氏
名

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 
［

同
左

］
 

（
第

５
面

）
 

［
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
公
認
会
計
士
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
二
以
上
の
決
定
を
す
る
場

合
の
按あ

ん

分
額
） 

第
六
十
四
条 
法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
按あ

ん

分
し
て
得

た
額
は
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
（
同
項
に
規
定
す
る
個
別
決
定
ご
と
の

算
出
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も

高
い
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該
個
別

決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
公
認
会
計
士
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
二
以
上
の
決
定
を
す
る
場

合
の
あ
ん
分
額
） 

第
六
十
四
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
て

得
た
額
は
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
（
同
項
に
規
定
す
る
個
別
決
定
ご
と

の
算
出
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最

も
高
い
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該
個

別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
公
認
会
計
士
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
既
決
定
が
あ
る
場
合
の
按あ

ん

分
額
） 

第
六
十
五
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
新
決
定
（
同
項
に
規
定
す
る
新
決
定
を
い

う
。
）
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
按あ

ん

分
し

て
得
た
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該

個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
公
認
会
計
士
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
既
決
定
が
あ
る
場
合
の
あ

ん
分
額
） 

第
六
十
五
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
新
決
定
（
同
項
に
規
定
す
る
新
決
定
を
い

う
。
）
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
あ
ん
分

し
て
得
た
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
た
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当

該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
監
査
法
人
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
二
以
上
の
決
定
を
す
る
場
合

の
按あ

ん

分
額
） 

第
六
十
六
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
按あ

ん

分
し
て
得

（
監
査
法
人
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
二
以
上
の
決
定
を
す
る
場
合

の
あ
ん
分
額
） 

第
六
十
六
条 
法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
て
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た
額
は
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
（
同
項
に
規
定
す
る
個
別
決
定
ご
と
の

算
出
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も

高
い
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該
個
別

決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

得
た
額
は
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
（
同
項
に
規
定
す
る
個
別
決
定
ご
と

の
算
出
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最

も
高
い
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該
個

別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
監
査
法
人
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
既
決
定
が
あ
る
場
合
の
按あ

ん

分

額
） 

第
六
十
七
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
新
決
定
（
同
項
に
規
定
す
る
新
決
定
を
い

う
。
）
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
按あ

ん

分
し

て
得
た
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当
該

個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
監
査
法
人
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令
に
つ
き
既
決
定
が
あ
る
場
合
の
あ
ん

分
額
） 

第
六
十
七
条 

法
第
三
十
四
条
の
五
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
新
決
定
（
同
項
に
規
定
す
る
新
決
定
を
い

う
。
）
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
に
応
じ
て
あ
ん
分

し
て
得
た
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
た
額
に
、
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
を
合
計
し
た
額
に
占
め
る
当

該
個
別
決
定
ご
と
の
算
出
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

登
録
有
限
責
任
監
査
法
人
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第

二
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
有
限
責
任
監
査
法
人
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
三
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
新
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
新
公
認
会
計
士
法
施

行
規
則
第
六
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
有
限
責
任
監
査
法
人
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

登
録
上
場
会
社
等
監
査
人
（
公
認
会
計
士
法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
上
場
会
社
等
監
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査
人
を
い
い
、
監
査
法
人
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
別
紙
様
式

第
二
十
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
新
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
第
八
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
日
本
公
認
会
計
士
協
会
（
次
項
に
お
い
て
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

協
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
新
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

第
八
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
上
場
会
社
等
監
査
人
名
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。
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